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27年4月から始まる生活困窮者自立支
援制度について、会派勉強会を開催。

8/12 生活困窮者自立支援事業の勉強会

「生活困窮者自立支援法」が成立し、この法に基づき「生活困窮者自
立支援促進事業」が平成27年4月から始まります。生野区では10月か
ら、経済的な問題などでお困りの方に対し、それぞれの相談を包括的
に受け止め、経済的、社会的な自立に向けた支援を行うモデル事業
を実施する予定です。
　勉強会で、岩間教授からは、「今まで、課題別に対象別に制度を構
築してたが、制度の狭間で救えない生活課題がたくさんあり、制度が
追い付いていない状況にある。新しい縦割りを生み出すのではなく、
この制度を手段として使えば何ができるかという発想で地域づくり
の視点へ転換していく必要がある。」との話がありました。武直樹とし

ては、制度の根底に流れる理念
である、生活困窮者の経済的孤
立・社会的孤立からの脱却、貧困
の連鎖を断ち切るしくみづくりを
めざしていきます。そのために、
縦割りでない包括的な総合相談
体制を目指し、初期段階から包
括的かつ伴走型の支援体制が構
築できるような制度設計を提案
していきます。

手話言語法（仮称）の制定
を求める意見書案が全会
一致で採択されました。

8/7 手話言語法の意見書採択

手話が音声言語と対等な言語であるこ
とを広く国民に示し、日常生活、職場、教
育の場で手話を使った情報の提供やコ
ミュニケーションが保障され、手話を必
要とする人が
社会に自由に
参加できる環
境を早期に整
備するととも
にこれらの内
容を踏まえた
「手話言語法（
仮称）」を制定
するよう求め
る要望です。
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1972年　12月26日生まれ。
1999年　同志社大学大学院社会福祉

学専攻博士課程（前期）修了。
大阪市生野区社会福祉協議会
に就職。7年間、生野区のまちづ
くりに携わる。

2006年　大阪市東住吉区社会福祉協
議会　地域包括支援センター
社会福祉士。

2009年　NPO法人いくの市民活動支援
センターを仲間とたちあげ
（2009.4）社会福祉士・介護支
援専門員として、大阪市、生野
区のまちづくりに奮闘中。

2011年　大阪市会議員選挙（生野区）
6,737票のご支持を受け当選。
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地域包括ケアと
コミュニティビジネス・ソーシャルビジネス（ＣＢ・ＳＢ）

7/23 市政改革特別委員会

この度、介護保険制度が改正され、団塊世代が 75 才以上になる 2025
年に向けて誰もが住み慣れた地域でくらせるよう地域包括ケアシステム
の構築が目指されています。今後、地域の自主性や主体性に基づき、
地域の特性に応じて仕組みを作り上げていくことが必要となります。まさ
に地域の生活課題解決のためのまちづくりの取り組みです。
既存の介護事業者に加え、ＮＰＯや民間事業者、ボランティアなど地域
の多様な主体が柔軟な取り組みにより高齢者を支援していくことになる
わけだから、地域活動協議会のＣＢＳＢの具体的な取り組みも視野に
入れながら制度設計して欲しい旨要望しました。

　市長は、議会の議決に納得がいかない場合、理由を
つけてもう一度議会の議決を求めることができます。これ
を再議というのですが、通常の議決は出席者数の 2 分の
１以上で採択されますが、再議の場合は 3 分の 2 以上
が必要になります。大阪市会では、58 人の賛成がいりま
すが、維新の会所属議員 31 人が反対しましたので廃案
となりました。
今回再議にかけられたのは、会派の構成に応じた委員の
推薦をするための「府市特別区設置協議会委員の推薦手
続きに関する条例案について」校長を「原則として公募」
から「公募により行うことができる」に改める「大阪市立

学校活性化委条例の一部を改正する条例化案」です。賛成 55 反対 31でした。
　維新の会のメンバーだけで決める、大阪市を解体する大阪都の設計図は、強引そのものでないで
すか？問題噴出である公募校長制度、一旦立ち止まって検証することになぜそんなに反対なのですか？
皆さんはどう思われますか？

8/11 大義名分がないまま再議。大阪市議会異常事態です！
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